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第第４４章章  日日影影にによよるる中中高高層層のの建建築築物物のの高高ささのの制制限限にに係係るる対対象象区区域域等等のの指指定定  

 

本章は、法第５６条の２の規定により日影規制の対象区域と日影時間の規制値を指定したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一種・第二種低層住居専用地域は（１）の号（３時間－２時間）を指定しています。 

第一種・第二種中高層住居専用地域は平均地盤面からの高さを４メートルとし、（２）の号（４時間－

２．５時間）を指定しています。 

第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域は平均地盤面からの高さを４メー

トルとし、（２）の号（５時間－３時間）を指定しています。 

用途地域の指定のない区域（市街化調整区域）は軒の高さが７メートルを超える建築物又は地階を除く

階数が３以上の建築物を対象としています。また、平均地盤面からの高さは１．５メートルとし、（１）

の号（３時間－２時間）を指定しています。 

 

本市における冬至日の日影図作成の緯度と経度は、北緯３５°３０′、東経１３９°２１′としていま

す。なお、東経は測定による申請地の数値を採用することもできます。 

表１は日影図作成に使用する太陽位置の参考データです。 

 

 

 

 

 

 

 

第９条 法第５６条の２第１項の規定により、条例で指定する区域は次の表の対象区域の欄に掲げる区域と

し、法別表第４（ろ）欄の４の項イ又はロのうちから条例で指定するものは次の表（４の項に限る。）の

法別表第４（ろ）欄の４の項イ又はロの欄に掲げるものとし、条例で指定する平均地盤面からの高さはそ

れぞれ次の表（２の項及び３の項に限る。）の平均地盤面からの高さの欄に掲げるものとし、条例で指定

する号はそれぞれ次の表の法別表第４（に）欄の号の欄に掲げる号とする。 

 

 対象区域 
法別表第４（ろ）欄

の４の項イ又はロ 

平均地盤面

からの高さ 

法 別 表 第 ４

（に）欄の号 

１ 
第一種低層住居専用地域又は第二

種低層住居専用地域 
  （１） 

２ 
第一種中高層住居専用地域又は第

二種中高層住居専用地域 
 ４メートル （２） 

３ 

第一種住居地域、第二種住居地域、

準住居地域、近隣商業地域又は準工

業地域 

 ４メートル （２） 

４ 用途地域の指定のない区域 イ  （１） 
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季日（ 月 日）太陽赤緯δ 冬至（１２月２３日ごろ）δ＝－２３°２７′ 

日出・日没時の方位角（度） 

（日出時刻、日没時刻） 

６０°７４′ 

（７:１２、１６:４８） 

時刻Ｔｓ（真太陽時） 
方位角Ａ（度） 倍率ｃｏｔ ｈ 

午 前 午 後 

８：００ １６：００ ５３．３９° ６．９５ 

８：１５ 

８：３０ 

８：４５ 

１５：４５ 

１５：３０ 

１５：１５ 

５０．９０° 

４８．３１° 

４５．６１° 

５．３５ 

４．３６ 

３．６９ 

９：００ １５：００ ４２．７９° ３．２１ 

９：１５ 

９：３０ 

９：４５ 

１４：４５ 

１４：３０ 

１４：１５ 

３９．８６° 

３６．８０° 

３３．６１° 

２．８６ 

２．５８ 

２．３６ 

１０：００ １４：００ ３０．２９° ２．１９ 

１０：１５ 

１０：３０ 

１０：４５ 

１３：４５ 

１３：３０ 

１３：１５ 

２６．８４° 

２３．２８° 

１９．５９° 

２．０５ 

１．９４ 

１．８５ 

１１：００ １３：００ １５．８１° １．７８ 

１１：１５ 

１１：３０ 

１１：４５ 

１２：４５ 

１２：３０ 

１２：１５ 

１１．９４° 

８．００° 

４．０１° 

１．７３ 

１．６９ 

１．６７ 

１２：００ １２：００ ０．００° １．６６ 

 

 

表 １ 


